
か
な
い
わ
ほ
ん
ま
ち

石
川
・金
石
本
町
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
石
川
県
金
沢
市
金
石
本
町

２
　
調
査
期
間
　
　
第
入
次
調
査
　
一
九
九
六
年

（平
８
）
二
月
１
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
石
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
滝
川
重
徳

。
三
谷
正
輝

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

・
河
道
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良

・
平
安
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

金
石
本
町
遺
跡
は
金
沢
市
街
地
の
北
西
、
日
本
海
沿
岸
よ
り
約

一
臨
内
陸
に

あ
り
、
犀
川

・
浅
野
川
を
始
め
と
す
る
大
小
の
河
川
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
沖
積

地
の
西
端
に
位
置
す
る
。
遺
跡

付
近
は
自
噴
水
な
ど
水
資
源
に

恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
る
反
面
、

幾
度
と
な
く
河
川
の
氾
濫
に
よ

る
被
害
を
受
け
て
き
た
地
域
で

も
あ
る
。
本
遺
跡
を
始
め
周
辺

の
各
遺
跡
で
は
古
代
以
前
に
遡

る
旧
河
道
が
し
ば
し
ば
検
出
さ

れ
、
現
位
置
に
固
定
す
る
ま
で

に
川
筋
に
著
し
い
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。　
一
方
で
集
落
は
河
道
間
の
微

高
地
に
展
開
し
、
河
道
を
水
逗
に
供
し
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。

金
沢
北
西
部
の
沖
積
平
野
で
は
、
縄
文
時
代
前
期
に
遡
る
遺
物
も
検
出
さ
れ

て
い
る
が
、
縄
文
時
代
後
期
頃
か
ら
集
落
数
が
増
加
し
始
め
、
弥
生
時
代
中
期

以
降
、
県
下
有
数
の
遺
跡
密
集
地
帯
と
な
る
。
古
代
に
お
い
て
は
、
本
遺
跡
周

辺
の
他
、
約
二
臨
東
方
に
位
置
す
る
戸
水
Ｃ
遺
跡
付
近
に
官
衛
ク
ラ
ス
の
遺
跡

が
集
中
し
、
や
や
時
期
差
を
示
し
つ
つ
も
、
古
代
加
賀
地
域
の
中
枢
を
形
成
す

る
よ
う
に
な
る
。

金
石
本
町
遺
跡
は

一
九
九
八
年
現
在
、
第
九
次
ま
で
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
遺
跡
の
北
半
部
で
は
弥
生
時
代
中
期
の
遺
構
が
濃
密
に
分
布
し
、
ま
た
同

後
期
１
古
墳
時
代
の
住
居
址
も
散
見
さ
れ
る
が
、
主
体
と
な
る
時
期
は
七
世
紀

後
半
―
九
世
紀
前
半
で
あ
る
。
中
で
も
七
世
紀
後
半
―
八
世
紀
前
半
に
は
、
三

間
×
九
間
に
及
ぶ
大
型
掘
立
柱
建
物
な
ど
を
擁
し
、
後
の
加
賀
国
の
領
域
で
も

一
、
二
を
争
う
拠
点
的
集
落
で
あ
っ
た
と
み
て
大
過
な
い
。
人
世
紀
後
半
以
降

は
、
先
述
の
戸
水
Ｃ
遺
跡
付
近
が
よ
り
優
位
に
立
つ
形
と
な
る
が
、
本
遺
跡
も

な
お
官
衛
的
遺
構
配
置
を
と
ど
め
、
公
的
施
設
の
存
続
を
窺
わ
せ
る
。

な
お
、
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
本
遺
跡
の
調
査
で
は
、
第
三
次

全

九
人
六
年
）
及
び
第
八
次
調
査
区
に
お
い
て
木
簡
が
出
上
し
て
い
る
。
第

三
次
調
査
区
出
土
資
料
に
つ
い
て
は
整
理
途
次
で
内
容
を
検
討
中
で
あ
る
た
め
、

以
下
で
は
第
八
次
調
査
区
の
資
料
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

第
人
次
調
査
区
は
遺
跡
の
南
端
に
あ
た
り
、
人
世
紀
前
半
と
そ
れ
以
降
の
大

(金 沢)
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別
二
時
期
の
遺
構
が
認
め
ら
れ
る
。
二
間
×
三
間
程
度
の
建
物
六
棟
以
上
、
輔

の
羽
口
を
包
含
す
る
土
坑
数
基
の
他
、
特
筆
す
べ
き
も
の
と
し
て
最
大
幅
約

一

〇
ｍ
に
達
す
る
自
然
河
道
が
検
出
さ
れ
、
木
簡

・
墨
書
土
器
を
は
じ
め
と
す
る

多
彩
な
遺
物
が
大
量
に
出
土
し
た
。
木
簡
は
こ
の
河
道
か
ら
計
三
点
出
土
し
た
。

人
世
紀
初
頭
―
九
世
紀
前
半
の
土
器
が
混
在
す
る
層
の
遺
物
で
あ
る
が
、
後
述

の
通
り
文
言

。
字
体
か
ら
は
む
し
ろ
七
世
紀
後
半
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

①
　
。
「日
□
□
□
□
父
御
前
申
田
□

。
「□
□
□
□
阿
皆
欲
難
□
□
　
　
　
　
　
（∞ｅ
ｘ
こ
溢
～

８
Ｐ

②

　

「
＜
伍

伯

口

□

醍

肥

国

」
　

　

　

　

（牌『釦）
×
∞『
番

伽

轟

①

　

□
稲
　
大
者
君
稲
十
三
」

（
Ｐ
∞
Φ
）
×
∞
『
×
卜
　
ｏ
Ｐ
Φ

い
は
、
下
端
と
左
側
面
を
欠
損
し
て
い
る
。
内
容
は
不
明
だ
が
、
「某
の
前

に
申

（白
）
す
」
と
い
う
文
書
形
式
、
ま
た

「阿
」
字
に
お
い
て
阜
扁
に
対
し

寿
の
第

一
画
が
か
な
り
下
か
ら
引
か
れ
て
い
る
と
い
う
字
形
上
の
特
徴
か
ら
、

七
世
紀
代
の
要
素
を
有
し
て
い
る
。

②
は
、
切
り
込
み
部
分
と
右
側
面
及
び
下
端
の

一
部
を
欠
損
す
る
も
の
の
、

ほ
ぼ
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
「伍
伯
」
と
い
う
数
字
や
形
状
か
ら
み
て
付
札

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

③
は
、
上
端
部
を
欠
損
し
て
い
る
が
、
本
来
短
冊
形
を
呈
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
「大
者
君
」
と
は
尊
称
の

一
種
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
な
る
と
本
木
簡

は
、
尊
称
十
稲
十
数
量
と
い
う
表
記
に
よ
る
出
挙
木
簡
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
り
、
年
代
的
に
も
七
世
紀
後
半
代
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
木
簡
の
内
容

・
釈
文
に
関
し
て
は
、
平
川
南
氏
の
論
孜

（関
係
文
献

第
六
章
）
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
孜
で
は
特
に
０
の
も
つ
意
義
に
つ
い

て
詳
細
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

９
　
関
係
文
献

石
川
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

『金
石
本
町
遺
跡
　
銭
五
記
念
館

（仮

称
）
建
設
工
事
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
』
盆

九
九
七
年
）

（滝
川
重
徳
）
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